
平成26年度 第33回長岡地区社会人リーグ戦 連絡事

1 日程の変更について

第 4週の日程が変更になりました。

(変更前)6月 29日 (日 )

(変更後)7月 20日 (日 )

2開会式について

(1)第 1週 (4月 6日 )の長岡市市民体育館での総合開会式等

30～ 8:40 総合開会式

50～ 9:30 長岡バ ドミン トン協会総会 (会議室)

※平成 25年度長岡支部加盟団体の代表者は出席

してください。 (男1途案内文を送付します。)

40～     試合開始

② 総合開会式への出席を義務付ける人

・長岡市市民体育館の第 1 第 2試合のチームは選手全員

・長岡市市民体育館の第 3試合以降のチーム及び北部体育館のチームは、 1名以上

③ その他  各チームの先頭の人がプラカー ドを持つて、大アリーナの本部席前に整列し

てください。

(2)第 2週～第4週の会場別開会式

各会場で午前 8時 30分から開会式を行いますので、第 2試合までのチームは選手全員が

集合してください。

3競技について

(1) オーダー交換は試合開始予定時刻の 1時間前です。各試合が早く終了したり棄権があった

りして、試合開始が試合開始予定時刻よりも早まることがありますので、時間の余裕を持つ

て会場に到着していてください。

(2) 各試合のオーダー用紙及び審判用紙の選手名は、フルネームで記入してください。

(3) 対戦中の第 2試合終了時点で勝敗が決定した場合の第 3試合は、選手のメンバーチェン

ジを認めます。代わりに出場する選手は、登録選手であり、かつ、第 1 第 2試合に出場

していない選手に限ります。

メンバーチェンジをする場合は、大会進行係に連絡して了解を得た後に試合を始めてく

ださい。 (た だし、各チームとも勝点がありますので、その点を考慮に入れて行つてくだ

さ|ヽ。)

4選手登録について

(1) すべてのチームの選手全二につし、て、日本′iド ミントン協会の個人登録が必要です。

実施要項の「 13参 加資格 Iを ご確認 ください。

(2) 選手が当リーグ戦の他のチームにも重複して登録 していないかどうか、もう一度確認し

てください。

試合が始まってから重複登録が発覚した場合は、その時点までの重複 した両チームの試

合をすべて負けとし、かつ、重複登録 していた選手を即出場停止とします。

(3) 選手が他地区 (新潟、県央等)の社会人リーグ戦にも登録していないかどうか、もう一

度確認 してください。

試合が始まってから、他地区の社会人リーグ戦に登録 している者 (以 下「当事者Jと い

う。)の出場が発覚した場合は、その時点までの当事者の試合 (ダブルス又はシングルス)

① 日 程  8:00～ 8:30 受付及び第1試合のオーダー用紙提出
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をすべて負けとし、かつ、当事者を即出場停止とします。 (裏面あり)



(4) 転勤、進学等による選手の変更又は追加登録がある場合には、第 1週 (4月 6日 )の開会
式の始まる前までに別紙 「選手変更届Jを大会本部に提出してください。

※ 大学のチームに限り、新人生又は編人生の追加登録については、第 2週 (5月 11日 )

の開会式の始まる前までに「選手変更届Jを提出した場合には、認めます。

5そ の他

(1) スポーツ傷害保険には各チームでカロ入 してください。
(2)駐 車場は各会場とも限りがありますので、車はできるだけ乗 り合わせて台数を少なくし

てください。

(3) 各会場とも、ゴミは各自で持ち帰つてください。

(4)今 後、「チーム登録選手の中に 3級以上の公認審判員が 1名 以上いることJを義務付ける予
定です.

6日 本バドミントン協会の個人登録について

(1) 日本バ ドミン トン協会の団体加盟 個人登録手続については、 3月 下旬に、平成 25年度
長岡支部カロ盟団体代表者及び今回の社会人リーグ新規出場チーム代表者に、加盟 登録につ
いての文書を送付 します。社会人リーグに登録 している選手全員の個人登録をお願いします。

(2) 個人登録の有無を把握するため、次のとお り参加申込書の写 しの提出をお願いします。
① 提出するもの 社会人リーグ戦参加申込書及び選手変更届 (写 し)の 「平成 26年度日本

協会個人登録J欄に、個人登録を行う団体名を記入したもの
※長岡支部以外の支部の団体の場合は、その支部名も記入してください。

(柏崎支部、新潟支部など)

② 提 出 先  〒9402104 長岡市大島新町5-1-3
ミドリ薬品閉内 野村輝雄  (TEL 27 4673)

③ 提 出 方 法  郵送またはFAX
④ 提 出期 限  平成 26年 4月 17日 (木 )

(3) 特に、社会人リーグのチームと日本バ ドミントン協会個人登録を行う団体が異なつている
選手の場合には、個人登録漏れがないかどうか確認をお願いします。


